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岡山県保健福祉部長寿社会課長

（ 公 印 省 略 ）

通所介護・介護予防通所介護事業所における

生活相談員の資格要件の拡大について（通知）

通所介護・介護予防通所介護事業所（以下、「通所介護事業所」）における生活相談員の

資格要件は、特別養護老人ホームの設備及び運営の基準（平成１１年厚生省令第４６号）第

５条第２項に定める生活相談員（社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又

はこれと同等以上の能力を有すると認められる者）に準ずるものとされています。

このたび、「特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホームにおける生活

相談員の資格要件の拡大について」（別添通知）が発出され、特別養護老人ホーム等の生活

相談員の資格要件に「介護支援専門員」及び「介護福祉士」が追加されたため、通所介護事

業所における生活相談員の資格要件についても、これと同様に取り扱うこととします。

なお、資格要件のほか、利用者の生活の向上を図るため、適切な相談、援助等を行う能力

を有すると認められる職員の配置について配慮願います。

この取扱いは、岡山県指定の通所介護事業所に限られますので、ご留意ください。

また、本通知の適用に伴い、「通所介護・介護予防通所介護事業所における生活相談員の

資格要件について」（平成２４年６月８日長寿第５００号岡山県保健福祉部長寿社会課長通

知）は、廃止します。
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